
別添１

請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業４日以上) ２５－１３

１ 署 等 名 南信森林管理署

２ 事 業 の 種 類 請負事業（造林事業）

３ 災 害 発 生 日 時 等 平成２５年１１月２７日（水） １２時３５分頃発生

怪我の程度：左指示屈筋腱断裂、左手指挫傷 休業見込み：２ヶ月

４ 災 害 発 生 場 所 長野県伊那市長谷 黒河内国有林２０７ほ林小班

５ 契 約 相 手 方 みどり産業 (株 )飯田営業所

６ 事 業 実 行 事 業 体 同上

７ 被 災 者 年 齢 等 年齢： ７４歳 性別：男 ２の事業の経験年数：３０年

雇用区分：常雇 社会保険等加入状況：労災、雇用、健康、厚生、林退

８ 従 事 作 業 森林環境保全整備事業：地拵作業

９ 災 害 概 況 当日、被災者は同僚８名とチェンソーを使用しての地拵作業に従事していた。

１２時３５分頃、被災者は植付予定箇所に突き出ていた小径木Ａ (カラマツ末口径３．５ｃｍ )を切断し

ていたところ、上方に置いてあった丸太Ｂ (カラマツ材長１２０ｃｍ、末口径２０ｃｍ )が転動してきたの

で、チェンソーで押さえ止めようとしたところ止まらなかったため、とっさに出た左手が回転中のチェン

ソーの刃にあたり受災した。

近くで作業をしていた同僚Ａが異変に気づき、ただちに同僚Ｂ、Ｃを呼び応急処置を施した後、被災者

と同僚Ｄ (現場代理人 )が車両まで下り、１３時１０分頃下山した。

１３時４０分頃、みどり産業 (株 )飯田営業所へ受災の連絡をし、下伊那赤十字病院 (下伊那郡松川町 )に

向かった。

１５時１５分頃病院に到着し受診した結果、左手人差し指の腱切断が判明したため、１６時００分頃か

ら１７時００分頃まで手術を受けた。

10 その他特記すべき事項 チェンソー特別教育 (安衛則第３６条第８号、平成２０年６月２０日修了 )

防振手袋及び、切創防護衣着装
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災害発生現場見取り図
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転動して落ちた丸太Ｂ

切断した小径木Ａ

災害発生状況写真
（長野県伊那市長谷 黒河内国有林２０７ほ林小班）

最初に刃をあてた箇所受災したと予想される場所」
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